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沖
縄
県
は
、
か
つ
て
琉
球
王
国
と
し
て
、
そ
の
地
理
的
優
位
性
を
大
い
に
発
揮
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
積
極
的
に
交
易
し
、
大
き
な
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
個

性
豊
か
な
文
化
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。
十
四
世
紀
か
ら
お
よ
そ
二
百
年
に
わ
た
り
、
琉
球
は
、
日
本
、
朝
鮮
国
、
シ
ャ
ム
・
パ
タ
ニ
（
現
在
の
タ
イ
）
、
マ
ラ
ッ
カ
（
現

在
の
マ
レ
ー
シ
ア
）
、
ス
マ
ト
ラ
・
パ
レ
ン
バ
ン
・
ス
ン
ダ
・
ジ
ャ
ワ
（
以
上
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
、
安
南
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
）
等
の
国
々
と
交
易
を
重
ね
、

東
ア
ジ
ア
の
一
大
貿
易
拠
点
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
諸
外
国
と
の
交
易
関
係
を
支
え
た
の
が
、
琉
球
と
中
国
と
の
冊
封
・
朝
貢
体
制
だ
と
い
え
ま
す
。

一
三
七
二
年
、
中
国
の
洪
武
帝
が
琉
球
へ
使
者
を
派
遣
し
て
、
明
国
の
建
国
を
告
げ
、
入
貢
を
促
し
、
こ
れ
に
応
え
て
、
琉
球
国
中
山
王
察
度
は
泰
期
を
派
遣

し
て
進
貢
品
を
納
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
琉
球
と
中
国
と
の
正
式
な
国
家
間
交
渉
の
始
ま
り
で
す
。
以
来
、
明
治
初
年
に
い
た
る
ま
で
、
両
国
の
親
密
な
関
係
は

約
五
百
年
の
長
き
に
わ
た
り
ま
し
た
。

『
歴
代
宝
案
』
は
、
琉
球
王
国
と
こ
れ
ら
ア
ジ
ア
諸
外
国
と
の
外
交
関
係
文
書
を
集
成
し
た
も
の
で
す
。
王
府
は
、
長
く
天
妃
宮
に
保
管
さ
れ
て
き
た
外
交
文

書
の
破
損
・
散
逸
を
恐
れ
、
外
交
を
専
任
す
る
久
米
村
に
そ
の
編
集
を
命
じ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
一
六
九
七
年
に
『
歴
代
宝
案
』
第
一
集
四
十
九
巻
（
一
四
二
四

年
～
一
六
九
七
年
ま
で
の
外
交
文
書
を
収
録
）
が
二
部
作
成
さ
れ
、
王
府
と
久
米
村
に
そ
れ
ぞ
れ
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
第
二
集

二
〇
〇
巻
・
第
三
集
十
三
巻
（
一
六
九
七
年
～
一
八
六
七
年
）
が
編
集
さ
れ
、
ほ
か
に
別
巻
八
冊
（
う
ち
、
第
二
集
目
録
四
冊
）
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
王
府
に

保
管
さ
れ
た
『
歴
代
宝
案
』
は
、
廃
藩
置
県
の
際
に
明
治
政
府
に
引
き
継
が
れ
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
い
ま
だ
に
そ
の
所
在
は
不
明
で
す
。
一
方
、
久
米
村
に
保
管

さ
れ
た
も
の
は
、
一
九
三
三
年
に
旧
沖
縄
県
立
図
書
館
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
が
、
去
る
沖
縄
戦
で
散
逸
し
、
影
印
本
や
写
本
が
数
種
残
さ
れ
た
だ
け
で
す
。

『
歴
代
宝
案
』
は
、
沖
縄
の
外
交
史
料
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
史
研
究
に
と
っ
て
も
第
一
級
の
史
料
と
し
て
、
沖
縄
が
世
界
に
誇
る
文
化
遺
産
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
厖
大
か
つ
難
解
な
史
料
で
あ
る
た
め
に
、
長
い
間
、
ご
く
限
ら
れ
た
研
究
者
の
間
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
み
で
し
た
。
沖
縄
県
は
、
平
成

元
年
度
（
一
九
八
九
年
）
か
ら
、
現
存
す
る
各
種
の
影
印
本
や
写
本
を
も
と
に
『
歴
代
宝
案
』
校
訂
本
・
訳
注
本
の
編
集
事
業
に
着
手
し
、
平
成
三
年
度
（
一
九
九
一



年
）
か
ら
刊
行
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
の
編
集
事
業
の
目
的
は
、
『
歴
代
宝
案
』
を
一
般
の
読
者
向
け
に
広
く
普
及
を
は
か
る
こ
と
で
、
琉
球
王
国
交
流
史
研
究
の

進
展
に
役
立
て
、
あ
わ
せ
て
県
民
の
み
な
さ
ま
が
郷
土
の
歴
史
を
再
認
識
し
、
さ
ら
に
は
国
際
社
会
に
対
す
る
沖
縄
文
化
発
信
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
沖
縄
県
教
育
委
員
会
は
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
三
月
以
来
、
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
と
の
間
で
、
琉
球
関
係
檔
案
史
料
の
収
集
、
学

術
交
流
に
関
す
る
協
議
書
を
交
わ
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
提
供
さ
れ
た
史
料
は
『
歴
代
宝
案
』
の
校
合
・
校
訂
・
参
照
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
琉
球
・
中
国
交

渉
史
研
究
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
度
は
訳
注
本
第
九
冊
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
訳
注
本
は
、
『
歴
代
宝
案
』
の
理
解
を
補
完
す
る
た
め
、
校
訂
本
の
漢
文
を
全
文
読
み
下
し
、
必

要
に
応
じ
て
語
注
や
ル
ビ
を
付
し
た
も
の
で
す
。
今
回
、
本
冊
に
収
録
さ
れ
た
琉
球
・
中
国
間
の
往
復
文
書
の
対
象
は
、
清
嘉
慶
十
三
年
～
同
二
十
二
年
（
一
八
〇
八

～
一
八
一
七
）
の
期
間
で
、
こ
の
期
間
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
多
く
の
海
難
事
故
で
あ
り
、
そ
の
際
の
漂
流
民
の
救
助
と
福
州
琉
球
館
で
の
撫
恤
（
保

護
措
置
）
に
つ
い
て
の
案
件
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
嘉
慶
十
二
年
に
中
国
の
領
海
内
で
起
こ
っ
た
遭
難
事
故
で
は
、
琉
球
人
六
十
三
名
が
犠
牲
に
な
り
、
そ
の

責
任
問
題
か
ら
、
皇
帝
の
命
に
よ
り
当
時
の
海
防
警
備
担
当
の
役
人
た
ち
が
免
職
や
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
る
な
ど
、
大
き
な
事
件
に
発
展
し
ま
し
た
。
ま
た
他
に
も

当
時
、
琉
球
館
で
行
わ
れ
て
い
た
琉
球
の
中
継
貿
易
に
関
す
る
文
書
も
豊
富
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
貿
易
は
、
清
朝
側
の
厳
重
な
統
制
下
で
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
中
に
は
、
琉
球
人
と
福
建
人
と
の
間
で
売
買
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
見
受
け
ら
れ
、
尚
灝
王
の
冊
封
使
斉
鯤
・
費
錫
章
の
来
琉
の
際
、
あ
る
福
建
人
乗
組

員
が
琉
球
人
の
過
去
の
負
債
を
取
り
立
て
よ
う
と
し
て
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
他
に
は
、
冊
封
・
朝
貢
シ
ス
テ
ム
の
中
の
一
局
面
と
し
て
の
毎
年
の
正
朔
頒

賜
（
頒
告
）
や
官
生
（
官
費
留
学
生
）
派
遣
な
ど
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
年
度
の
訳
注
本
の
刊
行
に
つ
き
ま
し
て
は
、
沖
縄
県
歴
代
宝
案
編
集
委
員
会
及
び
同
作
業
部
会
の
御
尽
力
、
御
協
力
を
得
ま
し
た
。
ま
た
訳
注
に

あ
た
っ
て
は
、
担
当
さ
れ
た
金
城
正
篤
先
生
を
は
じ
め
、
参
考
史
料
を
所
蔵
す
る
国
内
外
の
各
研
究
機
関
お
よ
び
多
く
の
皆
様
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深

く
感
謝
申
し
上
げ
、
刊
行
の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
三
月




